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《計画策定プロセスについて》

 中国九州間連系設備の増強について、中国電力ネットワーク株式会社（以下、「中国NW」という。）・九州電
力送配電株式会社（以下、「九州送配」という。）・電源開発送変電ネットワーク株式会社（以下、「電発NW」とい

う。）（以下、「３者」という。）より提出された実施案に対し、計画評価及び検証小委員会（第２回:2025年３月

26日、及び第３回:５月29日）（以下、「検証小委」という。）において、設備形成や工事費等、業務規程第58条に
定める確認事項（次項）（１）～（３）について、技術的な評価・確認をした。

 今回、これらの検証小委での評価等の結果を踏まえた増強による効果等、同 確認事項（４）～
（６）について、ご議論いただきたい。そのうえで、総合的な評価を踏まえ、実施案及び事業実施主
体を決定する。

 また、あわせて、費用便益評価の前提条件、及び費用負担の考え方について、ご確認いただきたい。
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 なお、議論・確認にあたっては、中国九州間の増強の方向性について、第70回電力・ガス基本政策
小委員会（2024/2/27）等における議論の中で、増強の効果・必要性等、対外的な説明性を高めるこ
とが求められていることに留意。

確認事項 概要

(１) 公募要綱等への適合性 増強容量、増強の完了時期、送配電等業務指針に定める電力系統性能基準の充足性、
法令又は政省令への適合性等

(２) 経済性 工事費、流通設備の維持・運用費用、送電損失等

(３) 系統の安定性 電力系統の運用に関する柔軟性、事故発生時のリスク等

(４) 対策の効果 安定供給、電力取引の活性化、再エネ電源の導入拡大等への寄与

(５) 事業実現性 流通設備の建設（用地取得を含む。）に関する経験、用地取得のリスク、工事の難易度等

(６) 事業継続性 財務的健全性、流通設備の維持・運用に関する経験、保守・ 運用の体制等

(７) その他実施案の妥当性を評価するに当たって必要な事項

資料1-2

資料1-2

本日の審議事項

実施案及び事業実施主体の決定にあたっての確認事項（業務規程第58条に定める事項）

資料1-2
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第70回 電力ｶﾞｽ基本政策小委
員会（2024/2/27）資料11

（参考）中国九州間連系設備増強の必要性
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１．実施案の概要について
（１）設備形成について
（２）運用容量について
（３）工事費について
（４）工期について

２．実施案等の評価
（１）対策の効果
（２）事業実現性
（３）事業継続性

３．費用負担の考え方について
４．今後の進め方について

資料1-2の概要
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資料1-2の概要
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 中国九州間連系設備の増強について、100万kW程度の運用容量拡大、及び将来拡張性（200
万kWへの拡張性）の考慮等を基本要件に定めている。

 ３者から提出された実施案に対して、これら基本要件との整合、用地確保の観点から交直変換所と
開閉所を分けた構成とする必要性、及び将来拡張性等を確認している。

 そのうえで、より合理的になると考えられた以下を追加検討のうえで、実施案へ反映としている。
• ケーブルルートの短縮:国や自治体と連携のうえで、響灘沖で開発が見込まれる洋上風力との協調をより考慮。
• 九州側開閉所の用地造成範囲:STATCOM用地は将来拡張時に造成する段階的造成への見直し。

１．実施案の概要
（１）設備形成について

九州側
交直変換所

北九州

豊前

脊振

九州側
開閉所

新山口

中央
東山口

西島根

関門連系線

中国九州間連系設備増強

本州側
500kV系統

九州側
500kV系統

本州
開閉所

凡例:本州側
交直変換所

変電所

開閉所

交直変換所

送電線

*交流区間は2回線を1本線で表示

直流海底送電線

新山口幹線

中国西幹線

豊前北幹線

北九州幹線

赤線:増強範囲

対策工事概要

資料1-2の概要
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*九州向き運用容量について、九州側の負荷制限は考慮しない値

１．実施案の概要
（２）運用容量について

 電力系統性能基準の充足性を確認した結果、提出された実施案は、基本要件の必要な増強容量
（本州向き・九州向きともに＋100万kW程度）を確保していること、及び増強後の地内系統における運用制約は概
ねない*ことを確認した。*中国エリアの一部の送電線で夏季に運用容量上限に達すると想定されるが、制約は限定的。

 増強後の中国九州間の運用容量については、関門連系線ルート断時の周波数維持制約、または関
門連系線N-1事故時の同期安定性制約が決定要因となる。

 なお、同期安定性制約については、需要や電源の稼働状況により影響を受けることから、増強後の運
用容量が＋100万kW程度を下回る断面もありうることに留意。

（ ）内は運用容量決定要因（①熱容量、②同期安定性、③電圧安定性、④周波数維持）

【増強後】

【増強前】
第4回運用容量検討会（2025/2/12）

資料1-2より作成*

４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月 1月 2月 3月

本州
向き 203(④) 201(④) 211(④) 237(④) 222(④)

前234(④)

後220(④)
208(④)

前211(④)

後224(④)
241(④) 252(④) 245(④)

前222(④)

後210(④)

九州
向き 18(④) 15(④) 13(④) 27(④) 27(④)

前24(④)

後21(④)
16(④)

前16(④)

後17(④)
19(④) 22(④) 22(④)

前20(④)

後17(④)

●運用容量（例．平日昼間） ［単位:万kW］

４月 5月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月 1月 2月 3月

本州
向き

303(④)
+100

301(④)
＋100

311(④)
+100

328(②)
+91

322(④)
+100

前328(②)
+94

後320(④)
+100

308(④)
+100

前311(④) 
+100

後324(④) 
+100

341(④) 
+100

343(②) 
+91

343(②) 
+98

前322(④) 
+100

後310(④) 
+100

九州
向き

118（④)
＋100

115(④)
＋100

113(④)
＋100

127(④)
＋100

127(④)
＋100

前124(④)
+100

後121(④)
＋100

116(④)
+100

前116(④)
+100 

後117(④)
+100

119(④)
+100

122(④)
+100

122(④)
+100

前120(④)
+100

後117(④)
+100

資料1-2の概要
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１．実施案の概要
（３）工事費について

提出された実施案 検証小委にて評価した実施案 （参考）基本要件

概算工事費 4,549億円* 4,412億円（△137） 3,700～4,100億円程度

概略工期 13年6ヵ月 11年程度～13年６ヵ月 ６～9年程度

* 提出された実施案には契約・発注時点までの物価変動（+2%/年）や災害等の不測の事態による工事費増（+10%）を想定した工事費が記載されている。このうち、物価
変動等を含まない額。

工事費・工期

資料1-2の概要

 提出された実施案の工事費については、交直変換所・九州側開閉所において、本州側と九州側での
計上の考え方に不一致があったことから、統一が適当と考えられた。

 そのうえで、工事費については、先行する類似工事と比較するとやや高額と考えられる部分はあるもの
の、物価動向や為替等の影響と考えられる。また、今後の詳細検討や調査等によって積算精度が向
上していく段階にあることを考えると、広域系統整備計画策定後もコスト等検証（フェーズ２）にて確認し
ていくこと、調達プロセス等において工事費低減に取り組むこと等を前提に、概ね適当な範囲と考えら
れた。

 なお、特に、交直変換器・海底ケーブルの調達プロセスにおいては、メーカー参入間口を広げることで工
事費低減の可能性も考えられる。一方で、メーカーの技術力維持に資する観点での議論も必要か、と
の委員意見も検証小委ではあった。

 以上を踏まえ、実施案の工事費は4,412億円（土地代等込み）となる。
 なお、詳細検討、資材調達（市況や物価影響、メーカー選定）、及び調査の結果等では、工事費が上振れする

可能性もあることから、これらについても、コスト等検証（フェーズ２）に、確認していく。
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実施案 対策工事概要 評価後の工事費*［億円］
（（ ）内 評価による低減）

コスト等検証（フェーズ２）での確認事項
（特記事項） 施工分担

交
直
変
換
所

本州側交直変換所新設 ・メーカー選定において、交直変換器等の直流機
器とGIS等の交流機器、それぞれ最安メーカーを
選定する場合の工事費低減効果。

・メーカー算入間口を広げた交直変換器メーカー
選定。

電発NW

九州側交直変換所新設 九州送配

開
閉
所

本州側開閉所新設 6回線:4ブスタイ方式・交差引込 ・GISの仕様影響。
・一括発注によるスケールメリット。
・用地造成範囲の合理化。

中国NW

九州側開閉所新設 6回線:1ブスタイ方式 九州送配

直
流
送
電
線

525kV直流架空送電線新設（本州側）:1回線4㎞・14基新設
・調査・測量結果を踏まえた詳細検討、仮設備の
最適化、及び調達プロセスにおける３者での資
材の共同調達の検討等、工事費削減。

電発NW

525kV直流海底送電線新設（九州側～本州側）:ケーブル2
条 54㎞新設 他

・響灘沖の洋上風力の状況を鑑みながら適切な
ルート選定。

・メーカー算入間口を広げたケーブルメーカー選定。
九州送配

525kV直流架空送電線新設（九州側）:1回線9㎞・23基新設

・調査・測量結果を踏まえた詳細設計や調達プロ
セスにおける３者での資材の共同調達の検討等、
工事費削減。

九州送配

交
流
送
電
線

500kV中国西幹線 本州側開閉所π引込:4回線2㎞・6基新設 中国NW

500kV交流送電線新設（本州側）:2回線26㎞・67基新設 中国NW

500kV交流送電線新設（九州側）:2回線4㎞・12基新設 九州送配

500kV北九州幹線 九州側開閉所π引込:4回線5㎞・14基新設 九州送配

そ
の
他

調相設備・系統安定化装置・給電システム改修 中国NW
・九州送配

合 計
*土地代等 億円除く

１．実施案の概要
（３）工事費について

資料1-2の概要
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 提出された実施案の工期は、交直変換所新設が工期の決定要因となり、13年6ヵ月であった。
 他方、工期短縮の可能性について、3社に確認した結果、現時点では確実に見通せる段階にないが、

用地交渉がスムーズに済み、都市計画法等の許認可申請手続きに関する国の支援等の条件が整え
ば、２～３年程度の工期短縮の可能性が考えられる。

 工期については、再エネ導入の加速化の観点等から、中国九州間連系設備の早期運開が求められ
ていることを踏まえ、広域系統整備計画策定以降において、３者で工期短縮の可能性について検討
することを前提に、11年程度～13年６ヵ月程度として、可能な限り早期運開を目指すこととする。

 なお、用地取得面、自然環境面、及び資材調達面等の工程遅延リスクも存在することには留意が必
要であり、リスクを最小化し、円滑に工事を進められるよう、努める必要がある。

 これらを踏まえ、工事の進捗状況について、検証小委にて定期的に確認することし、具体的な運開時
期を2030年度末（着工後5年目）を目途に、それまでの進捗状況を踏まえ、具体的な運開時期を
設定する。

１．実施案の概要
（４）工期について

資料1-2の概要
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１．実施案の概要 （４）工期について
工期短縮の可能性と遅延リスク

工期短縮の可能性と遅延リスク
工期短縮の可能性・条件 工期が遅延するリスク（例）

①

①

②変換器メーカーから土木造成設計に必要な機器荷重等に関
する情報（ローディングデータ）の早期提示があること:土木
調査・設計△

③地質調査の結果、用地造成等が短縮できること:用地造成
△

④都市計画法等の許認可手続きに関する国の支援が有効に機
能すること:建築工事着工 前倒し

⑤切土・盛土によるバルブホール建屋建築エリアの先行造成が可
能なこと:建築工事着工 前倒し

⑥既設電気所・送電線を活用した本州側交直変換所への所内
電力供給が可能なこと:交直変換器据付開始 前倒し

⑦変換器据付期間の短縮ができること:△

・ 地元合意形成、及び用地交渉等の難航

・ 公図が作成されていない地域での用地測量（境界確定作
業）の遅延

・ 保安林解除・農地転用手続きなど関係行政との協議の⾧期
化

・ 地質調査や今後の詳細設計等による送電線ルート変更

・ 猛禽類等稀少動植物調査、保護のための対策による着工の
遅れや工事時期の制約

・ 埋蔵文化財調査・対策による着手遅れ

・ 変換器・ケーブルメーカーの工場生産ラインの稼働状況等による
資材調達期間の遅れ

・ 既設500kV送電線の作業停止制約

・ 自然災害発生等による追加対策

・ 工事件名輻輳（大規模需要・発電所申込）による施工力不
足

資料1-2の概要
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*工期短縮には複数の条件が整う必要があること、用地取得面等において工程遅延リスクがあることから、具体的な運開時期は2030年度末（目途）までの進捗状況を踏まえ設定。

１．実施案の概要 （４）工期について
提出された実施案の主な工程

’25年 ’26年 ’27年 ’28年 ’29年 ’30年 ’31年 ’32年 ’33年 ’34年 ’35年 ’36年 ’37年 ’38年 ’39年 施工
分担1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目

交
直
変
換
所

本州側 電発
NW

九州側 九州
送配

開
閉
所

本州側 中国
NW

九州側 九州
送配

直流海底
送電線

九州
送配

交流送電線
（本州側）

中国
NW

資料1-2の概要

▼運開*
２～３年程度
短縮の可能性
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２．実施案等の評価（１）対策の効果

費用便益評価の前提条件

 合理的な設備形成の検討にあたっては、系統整備の完成時期と見込まれる2030年頃の需要と電
源を設定するとともに、その系統設備が運用される期間（2050年以降まで）における再エネの増加等を含
めた電源・需要動向を考慮しながら検討することとしている。

 また、系統整備による費用便益評価についても、2030年頃から系統設備が運用される期間における
系統増強による便益（B）と系統増強と運用に係る費用（C）を比較（B/C）することとした。

 中国九州間の具体的な評価期間について、整備する設備が法定耐用年数を超えて使用される可能
性や再エネ連系拡大の見通しを踏まえると、法定耐用年数での評価だけでは十分に効果を評価でき
ない可能性がある。このため、主要工事の法定耐用年数（中国九州間は22年）に加えて、各設備に劣化
兆候が表れ始めると想定される標準的な年数（標準期待年数）等を踏まえた40年間でも評価することとし
ている（第75回 広域系統整備委員会2024/2/26）。

法定耐用年数

交直変換所・変圧器・
開閉設備 22年

架空送電路 36年

直流海底ケーブル
（地中電線路） 25年

2030年頃 2050年以降

再エネ

便益
●億円/年

便益
●億円/年

変電機器耐用年数

法定耐用年数以上に使用する可能
性がある中、法定耐用年数で評価
した場合、後年度の再エネ拡大によ
る効果が十分考慮されないおそれ

便益評価イメージ 主な機器の法定耐用年数
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２．実施案等の評価（１）対策の効果

費用便益評価の前提条件

 系統増強と運用に係る費用（Ｃ）について、評価後の実施案の工事費4,412億円に加え、広域
系統整備計画策定以降の増加が想定されることを踏まえ、３者から実施案にて提出された不測の事
態による増分*を見込んだ4,853億円についても、参考として確認する。

* 提出された実施案には契約・発注時点までの物価変動（+2%/年）や災害等の不測の事態による工事費増（+10%）を想定した工事費が記載されている。費用便益評価
においては、このうち、不測の事態による増分のみを考慮。物価変動については、費用と便益の評価時点の考え方を合わせ、費用便益評価上は考慮しない。
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前提条件の考え方
（2030年頃の需要・電源）

2030年頃
（10年先+α） 2050年頃

需 要 供給計画の最終年次（10年目）の需要で設定 8,840億
kWh

12,000億
kWh

電

源

太陽光

供給計画の最終年次（10年目）の発電設備量に加え、洋上風力
の開発動向、電源等開発動向調査、及び接続契約申込済の電源
等を考慮して設定

101GW 260GW

陸上風力 21GW 41GW

洋上風力 23GW 45GW

水力・地熱
ﾊﾞｲｵﾏｽ等 62GW 62GW

蓄電池 接続契約申込済の電源等を考慮して設定 4GW 21GW*

火 力 供給計画の最終年次（10年目）の発電設備量に加え、接続契約
申込済の電源等を考慮して設定 141GW 141GW

原子力 廃炉以外の電源が全て稼働するものとして設定 37GW 37GW

* 発電コスト検証ワーキンググループ報告書（令和7年2月 ）資料１における2040年断面の値を設定

２．実施案等の評価（１）対策の効果
費用便益評価の前提条件

 今回の前提とする2030年頃の需要・電源は、供給計画の最終年次（10年目）をベースとして、電
源等開発動向調査や接続契約申込等の比較的蓋然性の高いポテンシャルを考慮するものとし、以
下のとおり設定する。
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２．実施案等の評価（１）対策の効果

費用便益評価の前提条件 －燃料費削減効果－

 燃料費削減効果については、第87・89回広域系統整備委員会での議論のとおり、現状の燃料価
格水準*１を基準として、燃料価格が低下したケース*２、高騰したケース*３を設定し、その幅の中で増
強規模を選定する。

燃料費・CO2対策コストの考え方
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２．実施案等の評価（１）対策の効果

費用便益評価の前提条件 －アデカシー便益－

＊ 2025年度供給計画取りまとめにおける年間EUEには、負荷制限による中国九州間（九州向き）運用容量拡大が考慮されている。負荷制限による運用容量拡大については、
増強予定箇所に対する期間限定等の補完的な方策との建付け（将来の運用容量等の在り方に関する作業会）であり、without・with両方で考慮せず、評価断面を揃えて、
増強による効果（便益）を評価する。

 アデカシー便益について、容量市場において市場分断しているエリアがある状況等も考慮し、停電コス
トベースや調達コストベースの幅付きで評価することとしている（第73回広域系統整備委員会2023/12/27）。

 アデカシー便益の算定で基準とする供給信頼度（EUE）については、中部関西間の計画策定プロセ
スにおいて、工事の完了の予定時期である2030年以降の停電期待量（年間EUE）が、供給計画
における目標停電量を満たしていない実態も踏まえ、供給計画の取りまとめにおける年間EUEを用い
ることとした。

 中国九州間のアデカシー便益の評価についても、同様に2025年度供給計画の取りまとめにおける年
間EUEを用いる*。

 なお、増強完了予定時期である2030年代後半以降の年間EUEについて、非効率石炭火力の休廃
止等の進展により、2025年度供給計画における目標停電量（0.009kWh/kW・年）を超過する状況が想
定される（次頁参照）。一方で、広域機関としても、将来、需要動向等の変化が想定される中において
も、必要な供給力確保のため、中⾧期的な電源確保の仕組みとして、更なる検討の継続を国へ意
見しているところ。今後の制度的措置等により、将来、年間EUEが改善する可能性も想定される。

 このような状況を踏まえると、中国九州間においては、年間EUEでのアデカシー便益の評価は、過大
評価になる可能性も否定できないことから、仮に、年間EUEが供給計画における目標停電量まで改
善した場合を想定し、参考に確認する。



19（参考）アデカシー便益評価の基準とする供給信頼度

アデカシー便益評価の基準とする供給信頼度（EUE）
2025年供給計画の取りまとめ

（2025/3/27）

・中国九州間のアデカシー便益の評価
に用いる年間EUE。

（参考）中部関西計画策定プロセス
第80回広域系統整備委員会

（2024/5/31）資料２

・中部関西間のアデカシー便益評価に用いた年間
EUE。

・工事の完了の予定時期2030年以降の年間EUE
が目標停電量（0.015kWh/kW・年）を満たしてい
ないため、実態に応じて評価した。・将来、年間EUEが改善したケースを

想定し、目標停電量にて参考に確認。
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２．実施案等の評価
（２）事業実現性 （３）事業継続性

 中国九州間の増強について、交流500kVの工事であること、交直変換器や直流海底ケーブルによる
連系であることから、これら流通設備の建設に関する経験、用地取得のリスク及び工事の難易度等に
ついて、３者に十分な知見があり、問題なく対応可能と考えられる。

 また、事業継続性についても、連系線が経過するエリアにおいて既設設備を保有・維持する一般送配
電事業者（中国NW・九州送配）や、直流設備・海底ケーブルの維持・運用に関する知見を有する
一般送配事業者・送電事業者（九州送配・電発NW）であり、問題なく対応可能と考えられる。
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１．実施案の概要について
（１）設備形成について
（２）運用容量について
（３）工事費について
（４）工期について

２．実施案等の評価
（１）対策の効果
（２）事業実現性
（３）事業継続性

３．費用負担の考え方について
４．今後の進め方について
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区分 対象費用 負担方法

Ⅰ

広域系統整備計画に定める整備又は更新をしようとする電気工作物のうち、
整備し、又は更新することにより特定の者が利益を受けるものに係る費用で
あり、かつ当該特定の者が当該電気工作物の整備又は更新に要する費用
を負担することが合理的であると認められるもの

当該特定の者から回収する方法

Ⅱ 全国調整スキームの対象となる費用に再エネ寄与率を乗じた額 系統設置交付金により回収する方法

Ⅲ 全国調整スキームの対象となる費用からⅡに掲げる費用を控除した費用 広域系統整備交付金、九社負担及び特定会
社負担により回収する方法*4,5

Ⅳ 広域系統整備計画に基づきその届出に係る費用からⅠ～Ⅲに掲げる費用
を控除した費用

九社負担及び特定会社負担により回収する
方法*3,4

*1 広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件（令和5年3月31日経済産業省告示第36号）第３条
*2 同告示 第４条
*3 九社負担により回収する額は、特定会社負担により回収する額と同額とする
*4 地域間連系線で結ばれるエリアと全国9エリアとの費用負担比率の見直しについては、第70回電力ガス・基本政策小委員会（2024年２月27日）にて整理

３．費用負担の考え方
（１）全国調整スキームに基づく費用負担の考え方について

ｱﾃﾞｶｼｰ便益供給信頼度
向上受益

設備更新
受益

 広域系統整備計画では、国への届出に係る費用の概算額は、概算工事費に概算運転維持費を加
えて算定することとされている*1。

 このため、中国九州間連系設備の整備等に係る費用の概算額は、概算工事費を仮に約4,412億
円とした場合、概算運転維持費の約5,384億円（交付金に係る事業税除く）を加えた約9,796億円となる。

 上記を踏まえ、以下に示す全国調整スキームにおける各対象費用の負担の考え方*2に基づき、中国
九州間連系設備に係る概算額の費用負担割合等について整理する。

 今回は、告示Ⅰに該当する費用負担の方法のうち、設備更新受益・供給信頼度向上受益について
確認した。



23（参考）運転維持費の算定について

*1 運転維持費の総額を主要な設備である変電機器の耐用年数（22年）で除した値
*2 黄色項目は全国調整スキームにおける広域系統整備交付金及び系統整備交付金の交付対

象項目
*3 費用便益評価に採用した年経費率に準じて、各設備所管部門の営業費用から工事費に関す

る費用（減価償却費及び固定資産除却費）を差し引くことにより算出し、事業報酬及び追加
事業報酬、一般管理費相当も考慮

*4 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表第1又は別
表第２に掲げる耐用年数

《年経費率と耐用年数》
項目*2

運
転
維
持
費

修繕費

公租公課（固定資産税、事業税）

その他経費（賃借料など）

事業報酬

追加事業報酬

人件費

公租公課（電源開発促進税、雑税等）

その他経費（消耗品費、委託費、損害保険料等）

《運転維持費の項目イメージ》
年経費率*3

耐用年数*4
計 全国調整

スキーム対象
対象外

架空送電 5.2％ 1.4% 3.8% 36年

地中送電 5.2％ 1.4% 3.8% 25年

変電 4.9％ 1.3% 3.6% 22年

 広域系統整備計画の策定時点で、運転維持費の各費用（修繕費・その他経費等）を個別に算定
することは難しいため、これまでの広域系統整備計画における概算運転維持費は、設備分類ごとの工
事費に年経費率と耐用年数を乗じることで算定してきた。

 これまでの議論を踏まえ、中国九州間連系設備の概算工事費を仮に約4,412億円として、概算運
転維持費を算定すると約5,384億円（244.7億円/年*1）（交付金に係る事業税除く）となる。



24（参考）関係規程類

■広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法の基準を定める件
（最終改正 令和５年３月31日経済産業省告示第36号）

（広域系統整備計画の届出に係る費用の概算額の算定方法）
第３条 法第28条の48第２項第３号に規定する費用の概算額は、同項第１号の電気工作物を整備し、又は更新するこ

とに要すると見込まれる費用に、当該電気工作物を維持し、及び運用すること（減価償却資産の耐用年数等に関する省
令（昭和40年大蔵省令第15号）別表第１又は別表第２に掲げる耐用年数の期間内に維持し、及び運用する場合
に限る。）に要すると見込まれる費用を加えて算定するものとする。

（広域系統整備計画の届出に係る費用の負担方法）
第４条 広域系統整備計画に基づきその届出に係る費用を負担した事業実施主体は、次の各号に掲げる費用の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める方法により、その費用を回収するものとする。

一 広域系統整備計画に定める整備又は更新をしようとする電気工作物のうち、整備し、又は更新することにより特定の者
が利益を受けるものに係る費用であり、かつ当該特定の者が当該電気工作物の整備又は更新に要する費用を負担す
ることが合理的であると認められるもの: 当該特定の者から回収する方法

二 全国調整スキームの対象となる費用（以下「対象費」という。）に再エネ寄与率を乗じた額: 系統設置交付金（再
生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）第28条第１項に規定する
「系統設置交付金」をいう。以下同じ。）により回収する方法

三 対象費から前号に掲げる費用を控除した費用: 広域系統整備交付金、九社負担及び特定会社負担により回収す
る方法（九社負担により回収する額は、特定会社負担により回収する額と同額とする。）

四 広域系統整備計画に基づきその届出に係る費用から前３号に掲げる費用を控除した費用: 九社負担及び特定会
社負担により回収する方法（九社負担により回収する額は、特定会社負担により回収する額と同額とする。）



25（参考）全国調整スキームに基づく費用負担の考え方（イメージ）

 告示及び国の審議会での整理を踏まえた工事費・運転維持費の費用負担の考え方（イメージ）は
以下のとおり。
 系統設置交付金・広域系統整備交付金は全国調整スキーム対象費部分に限定

• 系統設置交付金（Ⅱ）は、再エネ便益に係る費用を対象に交付
• 広域系統整備交付金は、再エネ便益に係る費用以外の費用（Ⅲ）の半分（1/2）を上限に交付

 当該特定者の負担（Ⅰ）を除く、上記以外の費用は九社負担*

工
事
費

運
転
維
持
費

• 減価償却費
• 固定資産除却費

• 修繕費
• 公租公課（固定資産税・事業税）
• その他経費（補償費、賃借料、共有設

備費等分担額）

• 事業報酬
• 追加事業報酬
• 人件費
• 公租公課（電源開発促進税、雑税など）
• その他経費（消耗品費、委託費など）

当該特定者
の負担
（Ⅰ）

系統設置交付金（Ⅱ）

広域系統整備
交付金（Ⅲ）

九社負担（Ⅲ）

系統設置交付金（Ⅱ）

広域系統整備
交付金（Ⅲ）

九社負担（Ⅲ）

九社負担（Ⅳ） 当該特定者
の負担
（Ⅰ）

全国調整スキーム対象費
再エネ由来

の効果

その他電源
由来の効果

再エネ由来
の効果

その他電源
由来の効果

全国調整スキーム対象費

特定会社負担（Ⅲ）

特定会社負担（Ⅲ）

特定会社負担（Ⅳ）

*地域間連系線で結ばれるエリアと全国9エリアとの費用負担比率の見直しについて、第70回電力ガス・基本政策小委員会（2024年２月27日）にて整理されている。
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 Xx



27第70回電力ガス・基本政策小委
員会（2024/2/27）資料11
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 設備更新受益については、「発電等設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の
在り方に関する指針」（以下、「費用負担GL」という。）の考え方に準じ、更新される設備に残存する価値を適
切に評価し、設備更新が行われた場合に特定の者が受益すると評価できる範囲を特定し、当該範囲
に相当する費用については、当該特定者の負担として整理する。

＜設備更新受益（当該特定者の負担分）の算出の考え方＞
 建設工事費分:増強等前の設備の設置に係る費用 × 使用年数 ÷ 法定耐用年数（変電:22年、架空送電36年）・・・①

*耐用年数を超えている場合は、増強等前の設備の設置に係る費用とする。

 除却費（除却工事費＋除却損）分:除却費 × ① ÷ 増強等後の工事費・・・②

３．費用負担の考え方（１）全国調整スキームに基づく費用負担の考え方について
Ⅰ-1 設備更新受益について

設備更新受益の
発生する工事の概要

増強等前の設備の設
置に係る費用
[億円]

除却費
[億円]

増強時点での
使用年数

設備更新受益
①＋②
[億円]

負担者

本州側開閉所新設 西島根変電所、及び新山口変
電所 送電線保護リレー取替 11年

中国
NW

500kV中国西幹線
本州側開閉所π引込 500kV中国西幹線 鉄塔建替 38年

系統安定化装置取
替他（本州側）

系統安定化装置（親局、子
局）取替 15年

九州側開閉所新設 脊振変電所、及び北九州変電
所の送電線保護リレー他取替 22年

九州
送配

500kV北九州幹線
九州側開閉所π引込 500kV北九州幹線 鉄塔建替 22～23年

系統安定化装置新
設（九州側）

系統安定化装置（親局、子
局）取替 11～18年

合計 78.6 26.5 65.0
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 供給信頼度向上受益については、費用負担GLの考え方に準じ、増強等以前において送電設備の事
故時に発生していた停電や大規模な発電等設備の出力抑制を回避することが可能となる場合に、特
定の者が受益すると評価できる範囲を特定し、当該範囲に相当する費用については、当該特定者の
負担とする。

 中国九州間連系設備は、直流で増強するため、周波数制約による負荷遮断量を軽減できず、供給
信頼度は増強前後で変わらないため、定量的な供給信頼度向上効果はないことを確認済み（第68回

広域系統整備委員会2023/5/26）。
 また、中国西幹線や北九州幹線の開閉所π引込工事の前後において、停電等の回避効果はない

（現状系統において、既設送電線事故時の停電等による対応は不要）。

３．費用負担の考え方（１）全国調整スキームに基づく費用負担の考え方について
Ⅰ-２ 供給信頼度等向上受益（出力抑制回避・停電回避）について



30（参考）中国九州間 直流連系後の周波数制約
第68回広域系統整備委員会

（2023/5/26）資料１
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５．今後の進め方について
（１）スケジュール

 今回、実施案及び事業実施主体、費用便益評価の前提条件、及び費用負担の考え方（Ⅰ:設備更

新受益・供給信頼度向上受益）について、確認いただいた。
 次回以降の本委員会にて、費用便益評価の結果・受益者及び費用負担割合等の案について、お

示しすることとしたい。

計画評価及び検証小委員会 広域系統整備委員会 広域系統整備計画

3/26
5/29 ・実施案の評価

6/25
（今回）

・実施案及び事業実施主体の評価
・費用便益評価の前提条件
・費用負担割合の考え方（案）

７月以降 ・費用便益評価
・費用負担割合（案）

25年度
上半期
目途

・広域系統整備計画（案） ・策定

今後のスケジュール（案）
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（参考）



34（参考）費用便益評価の評価期間

 これまで費用便益評価においては、主要工事の法定耐用年数を評価期間としてきた。関門連系線
増強では、変電工事が主要工事となり、その法定耐用年数は22年間となる。

 一方、既設の地域間連系線の交直変換器や海底ケーブルでは、法定耐用年数を超過して使用し
ている実績もある。また、「高経年化設備更新ガイドライン」では、交流各設備に劣化兆候が表れ始
めると想定される標準的な年数（標準期待年数）は、40～50年程度と示されている。

 増強する設備が法定耐用年数を超えて使用される可能性や再エネ連系の拡大見通しを踏まえると、
法定耐用年数での評価だけでは十分にその効果を評価できない可能性もある。

 そのため、費用便益評価の期間として、法定耐用年数に加え、40年間でも評価する。

法定耐用年数

交直変換所・変圧
器・開閉設備 22年

架空送電路 36年

直流海底ケーブル
（地中電線路） 25年

【主な機器の法定耐用年数】

2030年頃 2050年以降

【便益評価イメージ】

再エネ

便益
A億円/年

便益
B億円/年

変電機器耐用年数

主要な機器が変電機器の
法定耐用年数で評価した
場合、後年度の再エネ拡
大による効果が十分考慮
されないおそれ

第75回 広域系統整備委員会
（2024/2/26）資料2
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 評価算定期間内の年度毎の費用と便益を想定し、現在と将来の貨幣価値を合わせるため、割引率
により将来の貨幣価値を現在価値に換算し、合計した費用及び便益により評価する。

＜費用便益評価のイメージ＞

便益

費用

建設期間

費用便益評価算定期間（36年間）

年度1 2 3 4 ･ ･ ･ N年度

Σ便益 Σ費用
年経費Z = 建設費 × 経費率

【Ｎ年度の年経費の現在価値】
Zn /（1+r）N

Zn:N年度の年経費、r:割引率

【Ｎ年度の便益の現在価値】
Yn /（1+r）N

Yn:N年度の便益, r:割引率
便益:燃料費・CO2対策コスト削減効果、アデカシー便益

法定耐用年数:
（架空送電36年, 変電22年, 地中25年）

（参考）広域系統⾧期方針における費用便益評価について
（費用便益評価の考え方）

広域系統⾧期方針別冊（資料編）
（2023年3月策定）一部加工

Y:燃料費・CO2対策コスト削減効果、アデカシー便益

現在価値換算

現在価値換算

再エネ拡大に伴う便益
の増加
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 これまで策定済みの整備計画やマスタープランでは、割引率４％を用いて費用便益評価をしてきた。
 一方で、本年６月の国交省の委員会（公共事業評価手法研究委員会）においては、これまで公

共事業に適用された割引率４％が実勢を反映していないとして、技術指針の改定について議論され、
参考比較のために割引率１％または２％を設定してもよいとされた。

 また、国債金利の至近の推移や物価上昇も勘案し、今後の費用便益評価では、割引率4%での
評価に加えて、割引率１％または２％の場合についても考慮することとしてはどうか。

出典元:財務省HPデータより作成

＜国債金利の推移＞

第２回公共事業評価手法研究委員会 資料2（2023/6/22）

（参考）割引率の考え方 第73回 広域系統整備委員会
（2023/12/27）資料1-2



37（参考）アデカシー便益の算定
広域系統⾧期方針別冊（資料編）

（2023年3月策定）



38（参考）アデカシー便益の算定条件

 アデカシー便益について、マスタープランでは、停電コストや調達コストをベースに算定される複数の便
益のうち、確実に見込める便益にて評価することとした。

 一方で、今後の評価では、容量市場において市場分断しているエリアがある状況等も考慮し、停
電コストベースや調達コストベースの幅付きで評価することとした。

地域間連系線増強により当該エ
リアの高い供給力を調達せずに
済む便益

需要家支払い意思の
停電コストによる便益※

下限 上限
容量市場のトレードオフ
曲線算定に用いられる
停電単価による便益

停電コストベースの便益調達コストベースの便益

マスプラでは算出された便益の
幅の中で少なくとも確実に見込
める便益を使用

※需要家支払い意思の停電コストの上限・下限
供給力不足による計画停電を前提として、大口事業所・中小
事業所・個人へ停電コストについて、アンケートした結果をもとに、
各需要電力量の割合で加重平均したもの。

アデカシー便益は
幅をもって評価

単価
3,050

円/kWh

単価
5,890

円/kWh

単価
9,875
円/kW

第73回 広域系統整備委 資料1-2
（2023/12/27）一部更新

アデカシー便益評価のイメージ


